
第３７号議案 

 

財産の取得について 

 

 下記のとおり財産を取得するものとする。 

 

  令和８年３月３日提出 

 

新宮町長  桐 島 光 昭    

 

記 

 

１ 取 得 財 産  ＡＩドリルアカウントライセンス購入 

（ＡＩ型教材「Ｑｕｂｅｎａ」） 

２ 契約の方法  随意契約 

３ 取 得 金 額  １８，６８７，２４０円 

（内消費税及び地方消費税額１，６９８，８４０円） 

４ 業 者 名  東京都文京区小石川２丁目３番２３春日尚学ビル３階 

          株式会社ＣＯＭＰＡＳＳ 

          代表取締役 佐藤 潤 

５ 納 期  契約締結の日から令和８年４月３日まで 

 

 

 

理 由 

 児童生徒に向けて導入しているタブレット端末について、小学校３年生から

中学校３年生までを対象に個別最適な学習を促進するため、ＡＩドリル（ＡＩ

型教材「Ｑｕｂｅｎａ」）導入のためのアカウントライセンスを新たに取得す

るに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和３８年新宮町条例第４号）第３条の規定により議会の議決を求めるもの

である。 

 

  



－1－ 

（参考資料） 

（１）随意契約の理由 

児童生徒に向けて導入しているタブレット端末の学習ｅポータルサービス

の一環として、今回購入するＡＩドリルは、児童生徒一人一人に対し、１問ご

とにＡＩ分析を行い、解答内容や解答時間、過去の学習履歴から習熟度を瞬時

に分析し、個別最適化された問題が出題されるなど、他のＡＩドリルには備わ

っていない機能を有していること、また、令和６年度から本格的に導入し一定

の成果も見られていること、加えて、株式会社ＣＯＭＰＡＳＳ独自の製品とな

り、他者では取扱いがないことから、令和８年度についても地方自治法施行令

第１６７条の２第１項第２号（不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体

が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の

売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをすると

き。）の規定に基づき、随意契約により購入するものである。 

 

（２）概要  

ア 対象  

町立小中学校の児童生徒（小学校３年生から中学校３年生まで） 

イ アカウント利用ＩＤ数  

３，１４６ＩＤ 

ウ アカウント利用期限  

令和９年３月３１日まで 

 


